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（
議
院
運
営
委
員
会
）

国
会
職
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
一
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
国
会
職
員
に
つ
い
て
、
新
た
な
人
事
評
価
制
度
を
導
入
し
、
そ
の
勤
務
成
績
の
評
価
に
基
づ
き
昇
任
等
を
行

お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
昇
任
、
降
任
及
び
転
任

１

国
会
職
員
の
昇
任
及
び
転
任
は
、
各
本
属
長
が
、
国
会
職
員
の
人
事
評
価
に
基
づ
き
、
命
じ
よ
う
と
す
る
職
に
係
る
標

準
職
務
遂
行
能
力
（
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
の
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
能
力
と
し

て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
い
う
。
）
及
び
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
行
う
。

２

各
本
属
長
は
、
国
会
職
員
を
降
任
さ
せ
る
場
合
に
は
、
人
事
評
価
に
基
づ
き
、
命
じ
よ
う
と
す
る
職
の
属
す
る
職
制
上

の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
適
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
職
を
命
ず
る
。

３

国
際
機
関
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
人
事
評
価
が
行
わ
れ
て
い
な
い
国
会
職
員
の
昇
任
等
に
つ
い

て
は
、
１
及
び
２
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
本
属
長
が
、
人
事
評
価
以
外
の
能
力
の
実
証
に
基
づ
き
、
命
じ
よ
う
と
す
る
職
の

属
す
る
職
制
上
の
段
階
の
標
準
的
な
職
に
係
る
標
準
職
務
遂
行
能
力
及
び
適
性
を
判
断
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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４

１
か
ら
３
ま
で
の
標
準
的
な
職
は
、
係
員
、
係
長
、
課
長
補
佐
、
課
長
そ
の
他
の
職
と
し
、
職
制
上
の
段
階
及
び
職
務

の
種
類
に
応
じ
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

二
、
人
事
評
価
の
実
施

１

各
本
属
長
は
、
定
期
的
に
人
事
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
応
じ
た
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

１
は
、
各
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
、
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参
事
及
び
常
任
委
員
会
専
門
員
、

各
議
院
法
制
局
の
法
制
局
長
並
び
に
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
及
び
専
門
調
査
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

三
、
降
給

１

国
会
職
員
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き
は
、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

１
に
よ
り
降
給
す
る
と
き
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
場
合
を
除
き
、
国
会
職
員
考
査
委
員
会
の
審
査
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。


